
入札に関する注意事項

１ 委任状の記載について

(1) 入札に参加する者が代理人の場合は委任状が必要である。

（入札１件につき１枚必要）

(2) 委任年月日は、公告日から入札の日までの間の年月日とすること。

(3) 収入印紙は不要である。

(4) 契約担当者は「秋田県知事 鈴木 健太」とすること。

(5) 入札に付する事項欄には、入札説明書に記載されている事項名を記載すること。

(6) 委任者の欄には会社の所在地住所、会社の商号又は名称、代表者の氏名を記載し、

代表者印を押印すること。

２ 入札書の記載について

(1) 入札年月日は入札執行の日とする。

(2) 契約担当者は、上記１の(4)と同じであること。

(3) 代表者が入札する場合は、会社の住所、会社の商号又は名称、代表者の職氏名を

記載し、代表者印を押印すること。

(4) 代理人が入札する場合は、代理人の氏名を記載し、委任状の受任者印と同じ印を

押印のうえ、委任者の商号又は名称を記載することとし、代理人の住所の記載は要

しない。この場合、代表欄への記入及び押印は不要であるので注意すること。

(5) 入札に付する事項は、上記１の(5)と同じであること。

(6) 入札金額欄は次の事項に注意すること。

ア 総額契約であるか単価契約であるか間違わないようにすること。

イ 見積もった金額の110分の100に相当する額を記載すること。

（当該金額に10／100に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額となる。

消費税課税業者の場合は消費税を除いた額に相当する）

ウ 金額欄を訂正した場合は、訂正印を押しても無効となること。

エ 桁数を間違わないこと。

オ 入札に参加した場合の入札辞退は、入札書の金額欄に「入札辞退」と記入して

提出すること。

カ 入札保証金額には、入札保証金を納めた場合にはその金額を、免除された場合

には免除条項を記載すること。

キ 欄外に「備考：当該金額に10／100に相当する額を加算した額が法律上の落札

金額である。」と記載すること。

３ 落札者の決定について

(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格の者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある時は、くじによる抽選で落札

者を決定する。



(3) 落札者がいない場合はただちに再度入札を行う。

４ 入札者が一旦提出した入札書はいかなる場合にあっても書き換え、撤回できない。

５ 次の各号に該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

(4) 同一の入札について二以上の入札の代理人となった者の入札

(5) 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を

訂正した入札

(7) その他、指示した条件に違反すると認められた入札

※ なお、無効な入札書が提出された場合には、以後の入札は受け付けないので注意

すること。

６ 納入期限等について

納入期限、納入期日、入札日時等について確認すること。

７ その他

入札に関する問合せは、

警察本部会計課 管財係（℡018-863-1111 内線2259）まで連絡すること。


